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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 
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政
府
は
、
昭
和
二
十
四
年
度
補
正
予
算
に
つ
い
て
租
税
面
に
あ
り
て
は
相
当
多
額
の
減
税
を
図
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
に
関
し
て
は
北
海
道
、
東
北
六
県
及
び
新
潟
県
は
左
の
理
由
に
よ
り
特
に
他
の
地
方
に
比
し
て
高
率
の
減
税
を
な
す
を
至

当
と
思
う
が
、
政
府
の
所
見
を
質
し
た
い
。 

一 

昭
和
二
十
二
年
度
及
び
二
十
三
年
度
に
お
い
て
大
蔵
省
か
ら
各
財
務
局
に
指
示
し
た
徴
税
目
標
額
と
收
入
実
績
と
を
比

較
す
る
と
、
北
海
道
、
東
北
六
県
及
び
新
潟
県
は
い
ず
れ
も
目
標
額
の
一
二
〇
％
を
超
ゆ
る
成
績
と
な
つ
て
い
る
。
故
に

政
府
は
、
両
年
度
の
超
過
納
入
額
を
還
付
す
る
を
至
当
と
思
う
が
、
具
体
的
に
い
か
な
る
措
置
を
講
ぜ
ん
と
す
る
か
。 

二 

右
両
年
度
に
お
い
て
申
告
所
得
税
は
、
東
京
及
び
大
阪
財
務
局
は
い
ず
れ
も
各
年
八
〇
％
、
他
の
財
務
局
は
九
〇
％
内

外
と
な
つ
て
お
り
、
明
ら
か
に
北
海
道
、
東
北
及
び
新
潟
県
と
は
三
〇
％
以
上
の
開
き
が
あ
る
が
、
負
担
の
均
衡
と
公
平

を
期
す
る
見
地
か
ら
、
政
府
は
、
各
都
道
府
県
別
に
減
税
率
を
調
整
す
る
に
い
か
な
る
用
意
あ
り
や
。
具
体
的
に
明
示
さ

れ
た
い
。 

北
海
道
、
東
北
六
県
及
び
新
潟
県
の
税
負
担
軽
減
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

四 
三 
農
業
を
主
産
業
と
す
る
東
北
及
び
新
潟
県
は
、
政
府
に
対
し
、
一
方
的
に
租
税
し
、
食
糧
、
国
有
林
收
入
等
の
負
担
を

義
務
づ
け
ら
れ
、
経
済
助
長
費
、
公
共
事
業
費
、
地
方
配
付
費
等
の
政
府
支
出
を
受
く
る
こ
と
は
な
は
だ
薄
く
、
両
者
は

著
し
く
均
衡
を
失
つ
て
い
る
。
従
つ
て
住
民
の
所
得
に
対
す
る
担
税
率
は
五
〇
％
を
超
え
、
納
税
の
た
め
に
借
金
す
る 

か
、
再
生
産
費
を
犠
牲
と
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
政
府
は
、
か
か
る
矛
盾
を
調
整
す
る
た
め
に
東
北
及
び
新
潟
県
よ
り

收
入
す
る
金
額
よ
り
も
東
北
及
び
新
潟
県
に
支
出
す
る
金
額
を
多
か
ら
し
む
る
措
置
を
講
ず
る
必
要
あ
り
と
思
う
が
、
こ

れ
が
具
体
的
施
策
を
示
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 
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